
【提出意見とそれに対する栃木県の考え方】                
 

「とちぎ障害者プラン21(2024～2028)案」に対する意見募集を行った結果、１名の方及
び１団体から計７件の御意見を頂きました。貴重な御意見ありがとうございました。 

提出された御意見を十分検討の上、それに対する県の考え方を次のとおりまとめまし
た。 

 

項目 意 見 の 内 容 意見に対する考え方 

 
県有施設のアク

セスの改善につ

いて 

  
一例として、みかも山公園の万葉庭園は、

「西口駐車場から徒歩15分」との案内になって
おり近辺に駐車場がないことから、歩道のない
細い道路を長距離移動することを障害者に強い
ることになっている。県の施設においては、利
用しやすさを考慮して駐車場の整備などのアク
セスの改善をしてほしい。 

 

 
全ての県民が安全で

快適な日常生活を営む
とともに、積極的に社
会参加ができるよう、
公共的施設や生活環境
の整備を推進します。 

 

 
重度心身障害者
医療費助成制度
について 

 
以前住んでいた県では身体障害者手帳３級も

助成の対象となっていたが、栃木県では対象外
となっている。他の自治体でも対象としている
ことから、栃木県でも対象としてほしい。 
 

 
御意見として承り、

今後の事業実施の参考
とさせていただきま
す。 

 
いちご一会とち
ぎ大会を契機と
した障害者スポ
ーツの推進につ
いて 

 
いちご一会とちぎ大会は大成功を収めるとと

もに、障害者に対する情報支援については手話
の出来るスタッフの養成など熱心に取り組んで
いただいた。また、大会のレガシーとして、い
ちご一会キャラバンが引き続き県内各地で手話
講座を開催している。 

2025年には東京2025デフリンピックが東京、
静岡、福島で100年目の記念大会として開催さ
れる。デフリンピックの気運醸成を図るため
に、栃木県でPR活動を行っていただきたい。他
県ではホストタウンとして選手の受け入れや練
習会場の提供、子どもとの交流等の活動を行う
と聞いている。栃木県でもいちご一会とちぎ大
会のレガシーとして、デフリンピックに絡んだ
PR活動や行事開催、市町への働きかけをしてい
ただきたい。 

 

 
御意見を参考とし、

引き続き障害者スポー
ツの普及に向けた取組
を推進します。東京20
25デフリンピックにつ
いては、東京都及び関
係団体が開催に向けた
準備を行っているとこ
ろであることから、今
後の動向を注視して参
ります。 

 
とちぎ視聴覚障

害者情報センタ

ーの充実につい

て 

 
手話付きのDVDを借りる際に取り寄せができ

るなど徐々に充実してきているが、もっと充実
させてほしい。センター内には手話の収録スタ
ジオがあることから、もっと活用して手話で情
報発信を行ってほしい。 

ろう者のスタッフがいるので、その方が発信
してほしい。 

職員はろう者が採用されているが５年契約で
あるため職員のキャリア育成が難しい。正規職
員を雇用するのは難しいとは思うが、ろう者だ
から気付けることもあるため、センターの機能
を充実させていくためにも正規職員を採用して
ほしい。 

 

 
御意見を参考とし、

字幕・手話入りDVDの
貸出等の情報提供及び
手話通訳者等の養成・
派遣を円滑に行うた
め、とちぎ視聴覚障害
者情報センターの機能
を充実するとともに、
利用促進に向けて普及
啓発を図ります。 
 



 
情報提供におけ

るアクセシビリ

ティの向上につ

いて 

 
県のYouTube動画には手話入り動画がいくつ

かあるが、手話が付いていると安心して見るこ
とができる。もっと充実して発信してほしい。 
現在の手話による情報発信は、動画（言語）に
後から手話を付ける形での発信となっている
が、ろう者がろう者に対して手話で直接発信す
る形にしてほしい。 

 

 
御意見を参考とし、

障害者に対する情報提
供を行う際は、栃木県
障害者コミュニケーシ
ョン条例に基づき、多
様な障害の特性に応じ
た配慮に努めます。 

 
パブリック・コ
メント募集に係
る配慮について 
 

 
栃木県障害者コミュニケーション条例、栃木

県障害者差別解消推進条例の一部改正のパブリ
ック・コメント募集時と異なり、情報を広く募
る目的での周知がされていなかった。多くの県
民から意見を募集するということであれば、幅
広く情報が伝わるような周知をしていただきた
い。 

計画のボリュームがあるので現実的ではない
かもしれないが、栃木県障害者コミュニケーシ
ョン条例に沿って、概要版を作るなど配慮いた
だきたい。 

 

 
 県パブリック・コメ
ント制度に基づき、県
民プラザ、各県民相談
室への配置、県ホーム
ページへの掲載を行う
ことを基本としており
ますが、より広く周知
できるよう、次回から
は障害特性に応じた情
報提供ができるよう検
討して参ります。 

 
 
手話言語条例の
検討の状況につ
いて 
 

 
栃木県における手話言語条例の協議の状況、

検討がどこまで進んでいるのかについて教えて
いただきたい。全国的には進んでおり栃木県は
制定されていないので、栃木県も条例を作って
いただきたい。また、条例が出来て終わりでは
なく、予算や計画などしっかりと行っていただ
き、障害者の生活に反映させてほしい。 

 

 
 手話言語条例につい
ては、国において関係
法の制定に向けた動き
があることから、まず
は国の動きを注視して
参ります。 
 

 


